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第６回新株予約権（信託型ストックオプション）の消滅に関するお知らせ 

 

株式会社 GENDA（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：片岡 尚）は、本日開催の取締役会

において、役職員等に付与していない信託型ストックオプション（以下、「信託型 SO」という。）

である第６回新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を消滅させることを決議いたしまし

たので、以下のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本新株予約権の概要 

消滅させる新株予約権の名称 株式会社GENDA第６回新株予約権 

決議年月日 2021年12月27日 

割当先 受託者 コタエル信託株式会社 

信託契約日 2022年１月17日 

新株予約権の行使価額 93円 

信託期間満了日 受益者指定権が行使された日。なお、2022

年６月末以降３月末、６月末、９月末、12

月末に受益者指定日が到来する予定であ

るが、ロックアップ期間中は当社及び当社

子会社の役職員等を受益者としていない。 

権利行使期間 2022年１月24日から2032年１月23日 

発行された新株予約権の数（株数） 127,100個（2,033,600株） 

本日までに行使された新株予約権の数（株数） 16,125個（258,000株） 



消滅させる新株予約権の数（株数） 92,475個（1,479,600株） 

消滅後に残存する新株予約権の数（株数） 18,500個（296,000株） 

（注）消滅後に残存する新株予約権 18,500 個は、過去に受益者として指定された役職員等（本

日時点で在職中）に交付された新株予約権であります。 

 

２．本新株予約権を消滅させる理由 

2023 年５月 29 日に国税庁及び経済産業省によって開催された「スタートアップの経営者や

支援者のためのストックオプション税制説明会」において、国税庁から、信託型 SO の税務上の

取り扱いについて、「行使時の経済的利益は、給与として課税される」旨の見解が示され、想定

したインセンティブ効果が得られないことが明確となったことから、検討を重ねた結果、本日時

点で役職員等に交付していない信託型 SO を消滅することといたしました。 

なお、本件の消滅により、11 月 30 日時点における発行済み株式数に対して、潜在株式は 0.78%

減少いたします。 

 

３．本新株予約権が消滅する日 

2025 年 12 月 26 日 

 

４．行使済の信託型 SO について 

権利行使をした役職員等に対する源泉徴収義務は当社にあることから、当社は対象額を速や

かに納税し、別途、同額を役職員等から徴収しております。また、今後行使される信託型 SO に

ついても同様の対応をいたします。 

 

５．業績に与える影響 

本新株予約権の消滅により 2026年1月期において、営業外収益が計上される見込みですが、

業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 


